
１．件名「運転期間延長認可申請（東海第二発電所）に関する事業者ヒアリング（３１）」 

２．日時：平成３０年６月７日 １１時３５分～１１時４０分 

３．場所：原子力規制庁 ８階会議卓 

４．出席者 

原子力規制庁 

原子力規制部 

審査グループ実用炉審査部門 

中野高経年化対策専門職、糸川安全審査専門職 

 

日本原子力発電株式会社 

本店 発電管理室 担当 

 

５．要旨 

（１）資料提出について 

○日本原子力発電から資料提出（共通事項、劣化状況評価（耐震安全性評価、耐津波安

全性評価） 補足説明資料）があった。 

○原子力規制庁から、今後、資料を確認の上適宜コメントを行う旨伝えた。 

○日本原子力発電から、了承した旨回答があった。 

 

６．資料 

(１)「東海第二発電所 運転期間延長認可申請（共通事項）補足説明資料」 

(２)「東海第二発電所 劣化状況評価（耐震安全性評価） 補足説明資料」 

(３)「東海第二発電所 劣化状況評価（耐津波安全性評価） 補足説明資料」 

 


